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（２） 

・６月を男女共同参画強調月間ｆｆ（フォルティッシモ）と定め、重点

的に男女共同参画を啓発するため、さまざまな事業を実施します。 

 

・各種講座等の開催にあたっては、託児サービス、休日・夜間開催等、

誰もが参加しやすい配慮を行うよう努めます。 

 

（３） 

・男女共同参画フォーラムや各種講座の開催にあたっては、企画内容、

開催日時の設定、周知方法等を検討し、男性参加者の増加に向けた積極

的な取組を行うとともに、男性にとっての男女共同参画の意義など、男

性の参画を重視した広報・啓発を行います。 

 

・多様な今日的課題を解消するために、県民の意識の醸成および社会で

積極的に活躍する人材の育成を目指し、県男女共同参画センター「フレ

ンテみえ」において、地域リーダー養成講座やエンパワーメントスクー

ルを実施します。 

 

・自分の現在の状況がＤＶ被害に遭っていることに気づいていない人が

それに気づき、深刻なＤＶ被害に陥るのを防止するためのきっかけの一

つとして、県男女共同参画センター「フレンテみえ」において、自己尊

重・自己主張トレーニングを実施します。 

 

（４） 

・ライフステージで生じるさまざまな問題について、電話や面接により

相談に応じます。また、専門相談として、弁護士等による相談を実施し

ます。 

 

・相談者の心情や精神状態に十分配慮した対応ができるように、相談員

等に対する研修を実施します。 

 

 ・男女共同参画に関する相談、苦情等について、環境生活部および県男

女共同参画センター「フレンテみえ」等において適切な対応を行います。 

 

 ・県における男女共同参画に関するさまざまな相談・苦情に対応する体

制について点検、検討し、相談員の能力向上などを図るとともに、県民

への広報に努めます。 

 

（５） 

・男女共同参画社会の実現に向けて必要な課題について調査研究すると

ともに、ＮＰＯ等の取組に対し、ノウハウの提供や事業企画・運営相談、

協働事業の実施などの支援を行います。 

 

 ・調査・研究事業を実施するとともに、教材等を開発・提供します。 

 

（６） 

・個人、ＮＰＯ、各種団体、事業者、教育・研究機関等の活動を支援す

るため、登録団体等への情報提供、活動の場の提供等の支援を行うとと
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もに、登録制度のＰＲに努めます。 

 

・市町が円滑に事業展開できるように、ノウハウの提供や事業企画・運

営相談、協働事業の実施などにより、市町の取組への支援を行います。 

 

・県男女共同参画センター「フレンテみえ」では、県民、ＮＰＯ、各種

団体、教育・研究機関等それぞれと連携しセミナー等を実施することで、

新たなコミュニティの形成や地域社会における課題の解決に向けた活動

を展開していくうえでの支援を行います。 
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